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	本研究では、改正健康増進法全面施行後の飲食店での受動喫煙防止対策の実施状況を評価し、コンプライアンス向上のための課題抽出を行うため、１）～３）を実施した。
	１）飲食店民間データベース調査では、令和6年5月、9月、12月の3時点で調査を行い、都道府県別の禁煙店舗割合を算出した。改正健康増進法全面施行前と比べて、禁煙飲食店割合の都道府県間格差は縮小したことが確認された。
	２）飲食店経営者への郵送調査を実施した。喫煙可能飲食店において、20歳未満の来客時に入店を断らない店舗があること、店舗外の喫煙ルール標示が3割以上で実施されていないことから、改正健康増進法の順守が十分に徹底されていないことが明らかとなった。
	３）自治体における飲食店等の受動喫煙防止対策の促進の取組状況の調査を実施した。受動喫煙防止対策の促進に有効な可能性があることを昨年度報告した飲食店営業許可申請時の情報提供や喫煙ルール確認などはあまり実施されていないことが確認された。
	１）飲食店民間データベース調査
	令和6年5月、9月、12月に飲食店民間データベースより抽出された店舗数はそれぞれ858,190店舗、858,417店舗、862,592店舗であった。
	都道府県別の禁煙店舗割合は、表1に示した通りであった。禁煙店舗割合の高い都道府県は滋賀県72.1%（+32.5ポイント）、島根県71.8%（+29.7ポイント）、愛知県71.5%（+26.7ポイント）、長野県71.4%（+22.9ポイント）、三重県70.9%（+27.8ポイント）であり、禁煙店舗割合が低い都道府県は大阪府54.4%（+27.2ポイント）、高知県56.6%（+30.2ポイント）、長崎県57.9%（+25.4ポイント）、兵庫県60.2%（+24.7ポイント）、岩手県60.3%（+22....
	２）飲食店における受動喫煙防止対策実施状況調査
	飲食店の客席面積はいずれの業態でも100m2以下の店舗が90%以上であった（表２－１）。禁煙飲食店の割合は居酒屋・ビアホールで55.3%、バー・キャバレー・ナイトクラブ・スナックで35.4%、喫茶店で83.8%、それ以外の食堂・レストラン等で88.8%であった。法令順守していない可能性のある店舗は5%未満であった。喫煙可能店舗における業態別の喫煙環境については表２－２に示した通りであった。20歳未満の来客に入店を断る店舗は19.4%～86.5%と業態による差が大きかった。喫煙目的施設に該当すると回...
	経営主体別の集計では、大企業、中小企業、個人事業主の順に客席面積が小さい店舗が多く、禁煙店舗の割合も少なかった（表２－３）。法令順守していない可能性のある店舗は1～2%であった。喫煙可能店舗における経営主体別の喫煙環境については表２－４に示した通りであった。大企業ではすべてで喫煙専用室を設置しているが、中小企業、個人事業主では喫煙可能室の割合が大きかった。20歳未満の来客に入店を断らない店舗は個人事業主で40.4%、中小企業で70.3%であった。喫煙目的施設に該当すると回答した店舗は22.2%～2...
	３）自治体における飲食店の受動喫煙防止対策促進の取り組み状況調査
	令和元年度衛生行政報告例において、報告されている飲食店営業許可施設数（一般食堂・レストラン等、自動販売機を除く喫茶店）は770,550店舗であった（表３－１）。喫煙可能室設置届出数は2019年度以前が最も多く66,737店舗であり、2020年度も51,704店舗であったが、以降は大きく減少していた。喫煙可能室設置届出の要件確認として、客席面積を確認していたのは都道府県平均で35.2%、資本金を確認していたのは都道府県平均で24.4%であった。
	喫煙目的施設は72.3%で把握していなかった（表３－２）。指導上の課題として、定義が曖昧であること、違法状態の確認ができないことが多かった。喫煙目的施設への指導に必要な情報として、たばこ販売許可、提供サービス、食事の提供内容の順に多かった。飲食店営業許可申請時の取組状況が実施されていない割合は、喫煙ルールの確認は71.9%、情報提供は54.2%、現況確認時の各種確認は84.7%であった（表３－３）。飲食店の見回りは81.0%で一度も実施されていなかった（表３－４）。飲食店の受動喫煙防止対策に関して...
	飲食店以外の第二種施設に対して、住民からの苦情・相談が多いのは、事務所・工場が最も多く、続いて娯楽施設が多かった（表３－５）。第一種施設に対する住民からの苦情・相談では、行政機関の庁舎が最も多く、病院・診療所が次に多かった（表３－６）。
	受動喫煙防止対策の現在の周知状況として、保健所内でのポスター掲示が最も多く、都道府県庁舎・市庁舎内でのポスター掲示、飲食店へのリーフレット等の配布、都道府県ホームページでの掲載が続いた（表３－７）。その他として、飲食店関係者の講習会や会報での周知が多かった。
	１）飲食店民間データベース調査
	改正健康増進法全面施行による変化に都道府県間での差があることが認められたが、全体としては都道府県間の格差縮小につながっていると考えられる。しかし、依然として地域間格差が大きいことから、モニタリングを継続するとともに、地域差を縮小するための取組が必要である。
	飲食店における受動喫煙防止対策の自治体による促進の取組と組み合わせた集計により飲食店における受動喫煙防止対策を促進する施策の検討が必要である。
	２）飲食店における受動喫煙防止対策実施状況調査
	喫煙可能飲食店において、20歳未満の来客時に入店を断らない店舗が食堂・レストラン、喫茶店においても２～３割であること、店舗外の喫煙ルール標示が３～６割であることから、改正健康増進法の順守が十分に徹底されていないことが明らかとなった。また、一般に主食を提供する推測される居酒屋・ビアホール、食堂・レストランにおいて、喫煙目的施設に該当すると回答している店舗が１～２割あることから、改正健康増進法を正しく理解していない、もしくは、理解した上で違反している可能性がある。
	改正健康増進法の順守を促進するために有効な取り組みを検討し、その実施による効果の評価を行うことでより一層の法令順守を促していくことが必要である。
	３）自治体における飲食店の受動喫煙防止対策促進の取り組み状況調査
	喫煙可能室設置の新規届け出数は2024年度までで132,607件であり、飲食店経営者への郵送調査から約6割の店舗が届出を行っているとすると、約22万件が喫煙可能室を設置している可能性がある。既存特定飲食提供施設の上限値と考えられる2019年度末時点の飲食店営業許可施設数の3割弱に相当する。2022年度喫煙環境に関する実態調査において、全面禁煙でない店舗割合が居酒屋・ビヤホールで48.2%、バー・キャバレー・ナイトクラブ・スナックで71.0%、喫茶店で21.8%、これら以外の食堂・レストラン等で11...
	自治体において喫煙目的施設を把握する枠組みはないことから、予想通り、喫煙目的施設を系統的には把握されていない一方、指導の対象となることがあるが、その定義の曖昧さや夜間営業が多いことから、指導の困難さがあることが明らかとなった。本研究班において、違法性のある喫煙目的施設をこれまで報告している。それら違法飲食店への対応のため、喫煙目的施設の定義を明確にすることが現場としての課題であり、適切に指導を行っていくために定義を明確にすることが必要である。
	一方、飲食店営業許可申請時に、受動喫煙防止対策の促進の取組は十分に行われていない実態も明らかとなった。飲食店経営者への郵送調査から改正健康増進法への理解が不十分である可能性が示されており、また、保健所における情報提供や喫煙ルールの確認が法令順守を促す可能性を昨年度の報告書で報告した。これらから、飲食店営業許可申請時はすべての飲食店が行う手続きであり、その機会を有効に活用することが重要である。
	自治体による飲食店の受動喫煙防止対策の促進の取組状況と地域レベルでの禁煙飲食店割合を比較し、有効な可能性のある取り組みを明らかにすることが必要である。
	本研究により、飲食店民間データベースの評価から、改正健康増進法により禁煙飲食店割合の都道府県格差の縮小が確認された。一方、飲食店経営者への郵送調査から、改正健康増進法への理解が不十分である可能性がある。自治体における受動喫煙防止対策の促進の取組状況を踏まえて、飲食店における受動喫煙防止対策の促進のための一層の取組が必要である。
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